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沿岸域管理の発展過程に関する分析

1.はじめに

沿岸域管理は、 Clark(J998)や Kayand A1der( 199 

9)などの定義に見られるように「沿岸域の環境と生態

系の持続的な利用を進めるための総合的プランニン

グJである。先進地の米国始め、オーストラリア、カナ

ダなどでもその重要性が認識されている。園内でも、

その必要性が1980年代から主張されており(松岡，19

87;重森， 1992;敷田，1999などに最近では、日本

沿岸域学会による沿岸域管理の実現のための r2000

年アピールJ(日本沿岸域学会2000年アピーノレ委

員会， 2000)や国土交通省(旧国土庁)の「沿岸域閤

総合管理計画策定のための指針」でも具体的に提案

さtもている。

しかし沿岸域管理は、製品ではなく総合的なプラ

ンニングやその過程であり、また地域や沿岸域の状

況によってできあがる管理には違いがあるので、 ISO

の導入や採用のように完全なものが最初からできあ

がるのではなく、実際には何段階もの過程を経て完

成形に至ると考えられる。そのため発展課程につい

て検討し、沿岸域管理成立の背景や条件を探ること

は、これから沿岸域管理の実現を目指す日本では特

に重要である。そこで、この報告では、遊漁問題に関

するケーススタディからその背景や条件を分析し、沿

岸岐管理の発展過程について明らかにしようとした。

なお沿岸域管理の発展過程についての先行研究

は少ない。中では Olsen(J993)なとーの研究が代表的

だが、それも沿岸域管理プログラムの導入過程の分

析である。

2 本研究の目的

沿岸域利用が一般化した今 日では、沿岸域の持

続的な利用のために資源保護や環境保全を前提と

した沿岸域の総合的管理が求められている。しかし、

現実の治岸域では産業的利用(漁業)と非産業的利

用(遊漁)の聞の「調整jすら実現が難しい。また現段
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階では、根本的な解決のフレームワークを提供する

のではなく、個別の調整によって現況を改善しようと

しているのが現状である。

そこで本研究では、全国的にも例がない複数県

(福井県と石川県)1こまたがる遊漁問題の経過から、

沿岸域管理、つまり沿岸域利用の秩序の発展過程

について分析し、その実現のための条件や方向性を

提案することを目的とした。

3.福井・石川沖の遊漁問題の経過

福井・石川県境に近い福井県三国町沖合25kmに

位置する水深約50rnの好漁場「松出し瀬J(図1)で、

1995年頃から福井県の関係者(漁業者・遊漁案内業

者・遊漁者)と石川県の遊漁者の利用競合問題が起

こってし、る。
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ここでは、福井県

内漁業者と遊漁者の

過去の対立を経て、

付近の海域を遊漁者

に解放する代わり

に、松出し瀬海域で

の遊漁全面禁止協

定が福井県内の漁

業者と遊漁案内業者

.遊漁者間で結ぱ

図ー 1 福井県石川県治降域

れ、いったんは秩序が保たれていた。

しかし石川県の遊漁者(非漁業者)が、比較的近

い距離にある松出し瀬へ進出する頻度が1990年代

前半から目立って増加し、現在では80-100隻ほど

が遊漁に出かけていると言われている。その結果、従

来からのノレーノレを遵守する福井県側の漁業者と遊漁

案内業者遊漁者の反発が強まった。特に資源への

影響が無視できないと考える福井県側と、松出し瀬

での遊漁開放を求める石川県の遊漁者側で新たな

競合が発生している。
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しかし海域の自由使用を前提に、石川県の遊漁者

が福井県の協定に従うことを拒んだため、福井・石川

県問での話し合いとなり、両県の水産課による調整

が始まった。それは広域海面利用協議会の設置へと

進展し、話し合いが持たれているが、現在まだ解決

の見通しは立っていない。

4 結果と者事

(1)利用者特性の変化

敷田 (2000)は沿岸域利用を3つの視点で分類し、

そこに対立構造があることを示しているが、この間題

でも、①産業的利用と非産業的利用、②特定少数と

不特定多数、③地域住民と地域外住民の対立が認

められる。敷田 (2000)は、産業的利用者(=特定少

数=地域住民)と非産業的利用者(=不特定多数=

地域外住民)の対立を予測し、同じ利用者が3特性

を合わせ持つことを考えたが、本ケーススタテ'ィの場

合には、対立する利用者の特性は時間的に変化して

いる。

当初、松出し瀬を専制的に利用していたのは福井

県の漁業者(産業的利用者)であったと考えられる。

そこに福井県の遊漁案内業者による案内やプレジャ

ーボート利用の遊漁者(非産業的利用者)が参入し

た。この両者はどちらも福井県の北部に根拠地を持

つ利用者なので、閉じ地域の住民間での対立である。

しかし、当初は不特定多数であった福井県内の遊

漁者は交渉の過程で特定され、漁業者との問で協定

が締結された。この協定にはそれぞれが組織として

参加しており、相手が認識できることから、その時点

で遊漁者側も「特定少数化」されている。

しかしその後、石川県の遊漁者が新たに参入する。

それまでは福井県の遊漁案内業者の案内で、石川

県から福井県沖合に来ていた遊漁者が多く、これは

「特定少数」の利用者であった。それは「以前は石川

県の遊漁者はお客だったJ(福井県側関係者の証

言)点からも明らかである。しかしその後、プレジャー

ボートで石川県から福井県仲に自力で遊漁に来るよ

うになると、参加者が増え「不特定多数化jした。

このような漁業者と遊漁者の対立、漁業者側から

見ればf遊漁問題」では、単に産業的利用者と非産

業的利用者の対立ではなく、その利用者集団の特性

変化にも注目すべきであると恩われる。また対立が静
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的なものではなく、時間的に変移していることを考え

れば、この問題に関するプレーヤー(関係者)の参入

とその時間的な質の変化も同時に考える必要性は高

い。逆にこのような変化を問題解決に利用することも

可能であるう。

(2)プレーヤーの参入と管理の変化

このケーススタディでは、問題に関与したプレーヤ

ーがどのような相互関係を形成し、それが時間的に

どう変化したかを分析した。

好漁場として知られていた松出し瀬は、福井県の

漁業者がもっぱら利用していた。瀬は沖合25kmにあ

り、付近に島唄もないので漁業権は設定されず、漁

業者が自由漁業で利用していた。この状態では、漁

場である松出し瀬はフリーアクセスであるが、プレー

ヤーは漁業者だけでなので相互理解があり、共通の

認識の下で一定の秩序が形成されていた。これは、

漁業者同士が慣習的に海面を管理していた状態

([慣習による管理J)であると考えられる。

ところが福井県漁業者だけによる松出し瀬の利用

は、福井県の遊漁者の瀬の利用、福井県内の遊漁

船案内業者の増加によって状況が変わる。福井県内

では1975年頃から漁業者の遊漁案内営業が増加し、

1995年には遊機船業協同組合が9組織存在している。

このような遊漁機会の増加によって、新たな利用者が

参入し、資源と海面をめぐる競合状態が松出し瀬で

も発生したと考えられる。その結果、漁業者だけで形

成されていた秩序は不安定になり、松出し瀬の管理

は危機を迎える。

しかしその解決のために、遊漁関係者を吉む関係

者による協定が結ばれ、現在まで約10年継続してい

る(平成12年度福井・石川広域海面利用協議会議事

録から)。この協定の締結によって、福井県漁業者・

遊漁案内業者遊漁者の間で新たな秩序が形成され

た。その内容は、松出し瀬での遊漁活動を自粛する

代わりに、それより浅い海域での遊漁を遊漁者に認

めたものである。ただし、この秩序は漁業者だけがプ

レーヤーであった以前の管理ではなく、し、わば松出

し瀬をめぐる利害関係者のどうしの管理である(r利

害関係者による管理J)。またそれは競合の危機を経

て、利害関係者によって 時的に秩序立てられた状

態であるとも考えられる。



ただしこの場合の安定は、福井県北部の地域内の

プレーヤーによる秩序形成である。「地域内Iとしづ意

味は、前述の敷田 (2000)では日常生活圏や市町村

の範囲が想定されてしもが、地域の水産業に関する

施策や漁業調整は都道府県単位で行われることが

多く、より広い範囲が『地域内」として扱われている。

しかしこの状態は、石川県の遊漁者がプレジャー

ポートで松出し瀬に進出したことで、再び不安定にな

った。福井県関係者の推定では石川県から来るプレ

ジャーポートは80・100隻と言われ、松出し瀬の水産

資源や操業への影響を懸念する漁業者から問題視

された(平成11年度福井・石川広域海面利用協議会

資料から).松出し瀬に来る右川県の遊漁者は、以

前福井県の遊漁案内業者によって松出し瀬で遊漁

を経験したものが多いと言われ、福井県恒lから認識さ

れている遊漁者も多かったが、新たに参入した者は

「不特定多数Jなので、福井県側が総織できなかった。

そして福井県の漁業者が岡県水産線に、松出し瀬の

遊漁規制を1995年ごろに婆精したことでこの問題が

顕在化した。地域内のプレーヤーによって維持され

てきた管理は、このようにして再び不安定な時期を迎

えた.

さらに.この不安定化には、新たなプレーヤーの参

入に加え、利用技術の進歩や変化が影響している。

石川県の遊漁船は魚探・GPS・自動操舵などの最新

装備を搭載していると言われ(平成11年度福井・石

川広域海面利用協議会議事録、福井県水産課から

の聞き取りからにこうした最先端の装備を備えていな

い漁業者がその「差違Jを強く意織している。これは

「技術進歩による利用形態の変化」と、遊漁者側がコ

ストをあまり気にせず投資できる条件([産業的利用

者と非産業的利用者の差J)によって現れたと，哩われ

る。こうした装備が石川県のすべての遊漁船に備わ

っているとは考えにくいが 一部の船に備わっていて

も、福井県側から見れば不特定多数なので、脅威と

感じるのではないか。

もっとも秩序を形成していた福井県側のプレーヤ

ーにも、石川県遊漁船の排除を試みる機会はあった

が、前述した「慣習による管理」も、「利害関係者によ

る管理Jも、所有権とは異なり排除力に隈界があるの

で実現しなかった。

ここまでの状況は、福井県水産課と石川県水産課
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とL、う新たなプレーヤー(利用者ではないが関係者)

が参加することで再び変化する。前年から両県水産

線聞の行政的課題(両県の漁業調整会議などの様

題)として取り上げられ、また実際の交渉の場にも両

者が参加することで、行政の実質的介入となった。

また不特定多数であった石川県側の遊漁者も、石

川県の水産課の勧めもあって、松出し瀬へ出かける

遊漁者が「石川県プレジャーボート連絡協議会jを19

99年に組織したので、「特定化jが可能になった。

さらに1999年6月には、両県の行政{J{Ijからの提案

で、新たな秩序づくりのために、水産庁が進めようと

していた施策に一致する広域海面利用協議会が設

置された。この協議会は年2回開備され実質的な話し

合いも行われている。これは制度を利用した「管理者

による管理Jを地域を超えて創出しようとする試みで

ある。しかし現在までのところ具体的な解決策、つま

り新たな秩序の合意形成には至っていない。

一方、強制力には欠けるが、福井県では委員会指

示の「威力」による管理強化も検討されている。これ

はある意味では地域内で形成された秩序の強化だ

が、地域内利用者の管理を補強しながら、地域外利

用者の排除も視野に入れる方策でもある。

ι鯖酋

以上述べてきたように、筒井・石川両県の聞の遊

漁問題の経過は、沿岸域のプレーヤーとその管理の

発展過程として捉えることができる。それは図21こ示

すように「慣習による管理j→「利害関係者による管

理」→『管理者による管理」と発展してきた流れである。

このように、①新たなプレーヤーの出現、②技術進

歩による利用形態の変化、③資源や環境の変化は、

沿岸域をとりまく社会経済的状況や環境変化が激し

い沿岸域の特性によって、繰り返し、また不定期に起

こると予想される(不確実性の存在)ので、秩序は一

時的・不安定になりがちで、沿岸岐の管理は持続し

ない。

そこでこの過程を安定させるためには、このような

変化に柔軟に対応できる管理が選択されることが望

ましし、。それは、前述した①~③を解決できる新たな

管理方式、「利用者で形成するユーザー管理(利用

者管理)Jであると恩われる。それは対象とする資源

や環境を利用者自らが管理しようとする概念である.



その理由として、①変化する利用や資源の状況を

管理内容に反映させやすい、②制度や行政に依存

しないので、紛争回避または紛争の複雑化を防げる

(この点では ADR，alternatIve dispute resolutionと同

じである。)、③利用者自らが管理することで、利用者

の学習を進め、管理レベノレの向上が図れる、などの

点をあげることができる。

ただしユーザー管理だけでは地峡外利用者の参

入に+分対応できないので、①行政も含めた広域的

な管理(地域外利用者、潜在的利用者も含めた一般

ルーノレの適用、管理者管理に近い)と、②当核地域

における狭域のユーザー管理の二重の構造を持つ

必要がある。広域では不特定多数と新規参入者の問

題を解決し、狭峨では不特定多数を特定数化する仕

組みを組み込んで解決を図ることが必要である。
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図2 松出し瀬の利用と菅理の発展過程

ところで、「ヱコシステムマネジメント(生態系管

理)Jと呼ばれる、その生態系に関与する関係者すべ

てが参加して共同で管理を進める生態系の持続的な

管理の考え方が、米国の森林管理を中心に最近提

唱されている(柿海， 2000; 畠山， 1996)。また鷲谷

(200 I)は、生態系管理を「地域の生態系の多様性や

生産性の持続や回復を導く科学や技術を示す概~J

であると述べている。

こうした動きに対して、沿岸域の資源や環境に関

する議論の際には、漁業では以前から自主規制や資

源管理計画を進めていると主張されることが多い。し
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かしエコンステムマネジメントやここで提案する「利用

者管理Jは閉じ特性を持つ漁業者聞の管理と異なり、

異なる利用者集団を含む管理である。同質の利用者

を想定しないそれは、利用者聞の差違や相互の利用

を認めたうえでノレールを共有し、秩序を形成する仕

組みである。漁業者と遊漁者とし、う異なる特性を持つ

利用者間で沿岸域を利用する際に、今後考慮しなけ

ればいけない考え方であろう。

ただし、こうした管理の概念を沿岸績で採用する場

合には、陸上生態系に比較して資源や環境の把握

がむずかしい沿岸域の特性が問題になる。今回のケ

ーススタディでも、福井・石川のそれぞれのプレーヤ

ーの聞で一番重要な議論である、「資源に与える影

響Jに一致が見られていない。これは基礎的な資源

調査が行われていない上に、 双方が経験に基づく推

定を続けているからであろう。その解決のためには、

資源状態を共同でそニタリングするなどの工夫がま

ず必要である。
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